
委託契約書  

 

１ 委託業務の名称 大津市立小中学校の児童生徒の定期健康診断 (心電図検査（大津

エリア２）)業務  

２ 委託期間    令和８年４月１日から令和９年３月３１日まで  

３ 委託料      １名あたり     円  

             うち取引に係る消費税額及び地方消費税額    円  

 

 委託者大津市（以下「甲」という。）と受託者              （以下

「乙」という。）との間に、頭書の業務の委託について、次のとおり契約を締結する。 

  （主記）  

第１条 甲は、別添仕様書の目的を達するため、頭書の業務（以下「委託業務」とい

う。）を乙に委託し、乙は、これを受託するものとする。  

２ 乙は、甲の指示に従い、かつ、別添仕様書に基づいて委託業務を実施するものと

する。  

 （委託期間）  

第２条 委託期間は、頭書の委託期間のとおりとする。  

 （委託料）  

第３条 委託料は、頭書の委託料（以下「委託料」という。）の単価に実施件数を乗じ

て得た額の合計額とする。  

 （委託業務の完了）  

第４条 乙は、委託業務を完了したときは、遅滞なく甲に対して書面により委託業務

の完了を報告しなければならない。  

２ 甲は、前項の報告を受けたときは、速やかに委託業務完了の確認のための検査を

行うものとする。  

３ 乙は、前項の検査の結果、不合格となり、補正を命じられたときは、遅滞なく補

正を行い、再検査を受けなければならない。  

 （委託料の請求及び支払）  

第５条 乙は、前条の規定による検査に合格したときは、速やかに委託料の支払請求

書を甲に提出するものとする。  

２ 甲は、前項の規定による適法な支払請求書を受理したときは、受理した日から  

３０日以内に委託料を乙に支払うものとする。  

 （費用の負担）  

第６条 委託業務の実施に必要な器材等に係る費用は、全て乙の負担とする。  



 （権利義務の譲渡等の禁止）  

第７条 乙は、この契約に基づいて生じる権利義務を第三者に譲渡してはならない。  

 （再委託又は下請けの禁止）  

第８条 乙は、第三者に対し、委託業務の一部又は全部の実施を委託し、又は請け負

わせてはならない。  

２ 前項の規定にかかわらず、乙は、甲の承諾を得たときは、委託業務の一部を第三

者に委託し、又は請け負わせることができる。この場合において、乙は、当該第三

者の名称及び委託し、又は請け負わせる業務の内容をあらかじめ書面により甲に通

知しなければならない。  

３ 乙は、前項の規定により第三者に委託し、又は請け負わせたときは、当該第三者

に、甲に対し、甲の定める様式による誓約書を提出させなければならない。  

４ 乙は、第２項の規定により第三者に委託し、又は請け負わせたときは、当該第三

者を監督するとともに、当該第三者の行った作業の結果については、甲の指定に基

づくものである場合を除き、一切の責任を負わなければならない。  

（秘密の保持）  

第９条 乙は、委託業務の実施に当たり知り得た秘密を第三者に漏らしてはならない。 

 （個人情報の保護）  

第１０条 乙は、この契約による業務を処理するための個人情報の取扱いについては、

別記「個人情報取扱特記事項」を守らなければならない。  

 （契約の解除）  

第１１条 甲は、乙が次の各号のいずれかに該当するときは、この契約を解除するこ

とができる。  

 ⑴ 乙の責めに帰すべき事由により履行期限までに委託業務を完了することができ

ない場合において、履行期限経過後に委託業務を完了する見込みがないと明らか

に認められるとき（その不履行が軽微なものである場合を含む。）。  

⑵ この契約の締結後、甲の催促にもかかわらず正当な理由なく相当期間内に委託

業務に着手しないとき。  

⑶ 前号に定めるほか、この契約に違反し契約の目的を達成することができないと

認められるとき。  

⑷ 資力の低下等によりこの契約を履行できないおそれがあると認められるとき

（その不履行が軽微なものである場合を含む。）。  

⑸ 甲の信用を著しく失墜させる行為をしたと認められるとき。  

⑹ 乙（乙が共同企業体であるときは、その構成員のいずれかの者。以下この号に

おいて同じ。）が次のいずれかに該当するとき。  



ア 役員等（乙が個人である場合にはその者を、乙が法人である場合にはその役

員又はその支店若しくは常時業務の委託に係る契約を締結する事務所の代表者

をいう。以下この号において同じ。）が暴力団員による不当な行為の防止等に関

する法律（平成３年法律第７７号。以下「暴力団対策法」という。）第２条第６

号に規定する暴力団員（以下この号において「暴力団員」という。）であると認

められるとき。  

イ 暴力団（暴力団対策法第２条第２号に規定する暴力団をいう。以下この号に

おいて同じ。）又は暴力団員が経営に実質的に関与していると認められるとき。 

ウ 役員等が自己、自社若しくは第三者の不正な利益を図る目的又は第三者に損

害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしたと認められ

るとき。  

エ 役員等が暴力団又は暴力団員に対して資金等を供給し、又は便宜を供与する

など直接的若しくは積極的に暴力団の維持又は運営に協力し、又は関与してい

ると認められるとき。  

オ 役員等が暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有していると

認められるとき。  

カ この契約の履行に係る必要な物品の購入契約その他の契約の締結に当たり、

その相手方がアからオまでのいずれかに該当することを知りながら、当該相手

方と契約を締結したと認められるとき。  

キ 乙が、アからオまでのいずれかに該当する者をこの契約の履行に係る必要な

物品の購入契約その他の契約の相手方としていた場合（カに該当する場合を除

く。）において、甲が乙に対して当該契約の解除を求めたにもかかわらず、乙が

これに従わなかったとき。  

第１１条の２ 甲は、この契約に関し、乙が次の各号のいずれかに該当するときは、

この契約を解除することができる。  

⑴ 公正取引委員会が、乙に違反行為があったとして私的独占の禁止及び公正取引

の確保に関する法律（昭和２２年法律第５４号。以下「独占禁止法」という。）第

７条第１項若しくは第２項（同法第８条の２第２項及び第２０条第２項において

準用する場合を含む。）、第７条の２第１項（同条第２項及び同法第８条の３にお

いて読み替えて準用する場合を含む。）、第８条の２第１項若しくは第３項、第１

７条の２又は第２０条第１項の規定による命令をし、当該命令が確定したとき、

又は同法第６５条若しくは第６７条第１項の規定による審決を行い、当該審決が

確定したとき（同法第７７条の規定によるこの審決の取消しの訴えが提起された

ときを除く。）。  



⑵ 乙が、公正取引委員会が乙に違反行為があったとして行った審決に対し、独占

禁止法第７７条の規定により審決取消しの訴えを提起し、その訴えについて請求

棄却若しくは訴え却下の判決が確定したとき、又は訴えを取り下げたとき。  

⑶ 乙（乙が法人の場合にあっては、その役員又は使用人）について刑法（明治  

４０年法律第４５号）第９６条の６又は同法第１９８条の規定による刑が確定し

たとき。  

（契約が解除された場合等の違約金）  

第１１条の３ 乙は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、契約金額の１

０分の１に相当する額を違約金として甲の指定する期限までに甲に支払わなければ

ならない。  

⑴ 第１１条第１号若しくは第２号又は第３号の規定によりこの契約が解除された

場合においてその原因が乙の責めに帰すべき事由にあるとき、又は同条第４号若

しくは第５号の規定によりこの契約が解除されたとき。  

⑵ 乙がその債務の履行を拒否し、又は乙の責めに帰すべき事由によって乙の債務

について履行不能となった場合  

２ 次に掲げる者がこの契約を解除した場合は、前項第２号に該当する場合とみなす。 

⑴ 乙について再生手続開始の決定があった場合において、民事再生法（平成１１

年法律第２２５号）の規定により選任された再生債務者等  

⑵ 乙について更生手続開始の決定があった場合において、会社更生法（平成１４

年法律第１５４号）の規定により選任された管財人  

⑶ 乙について破産手続開始の決定があった場合において、破産法（平成１６年法

律第７５号）の規定により選任された破産管財人  

 （損害賠償責任）  

第１２条 乙は、委託業務の実施に関して甲に損害を与えたとき、又はこの契約に定

める義務を履行しないために甲に損害を与えたときは、直ちにその損害を賠償しな

ければならない。この場合においても、乙は、前条第１項の規定による違約金の支

払を免れない。  

２ 乙は、委託業務の実施に関して第三者に損害を与えたときは、直ちにその第三者

に対してその損害を賠償しなければならないものとし、甲は、その第三者に対して

損害賠償の責めを負わないものとする。  

第１２条の２ 乙は、この契約に関し、第１１条の２各号のいずれかに該当するとき

は、甲が契約を解除するか否かにかかわらず、賠償金として、委託料の１０分の２

に相当する額を甲の指定する期間内に甲に支払わなければならない。委託業務が完

了した後も同様とする。  



２ 前項の規定は、甲に生じた損害の額が同項に規定する賠償金の額を超える場合に

おいて、甲がその超過分につき賠償を請求することを妨げるものではない。  

（条件付解除条項）  

第１３条 甲は、令和７年度において委託料に係る歳入歳出予算の当該金額につ

いて減額または削除があったときは、この契約を解除することができる。  

２ 甲は、前項の規定によりこの契約を解除するときは、文書をもって乙に通告

するものとする。  

３ 第１項の規定により契約が解除された場合において、乙に損害が生じたとき

は、乙は甲に対しその損害の賠償を請求することができる。  

 （疑義の決定）  

第１４条   この契約に関して疑義が生じた場合は、甲と乙が協議して定めるものとし、

協議が成立しないときは、甲の定めるところによるものとする。  

 （合意管轄裁判所）  

第１５条 この契約に係る訴訟の提起又は調停の申立てについては、被告の所在地を

管轄する地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とする。  

 

 この契約の締結を証するため、本書２通を作成し、甲、乙記名押印の上、各自１通

を保有するものとする。  

 

 令和 ８年  月  日  

 

                     大津市御陵町３番１号  

              委託者 甲   大津市  

                       大津市長 佐藤 健司  

 

 

              受託者 乙    

                        

 

 

 

 

 

 



 

別記  

個人情報取扱特記事項  

（基本的事項）  

第１ 乙は、個人情報（個人情報の保護に関する法律（平成１５年法律第５７号）第

２条第１項に規定する個人情報をいう。以下同じ。）の保護の重要性を認識し、この

契約による事務の実施に当たっては、個人の権利利益を侵害することのないよう、

個人情報の取扱いを適正に行わなければならない。  

 （責任体制の整備及び報告）  

第２ 乙は、この契約による事務における個人情報の取扱いの責任者及び業務従事者

の管理体制及び実施体制を定め、甲に書面で報告しなければならない。  

（秘密の保持）  

第３ 乙は、この契約による事務に関して知り得た個人情報をみだりに他人に知らせ、

又は不当な目的に使用してはならない。この契約が終了し、又は解除された後にお

いても同様とする。  

（取得の制限）  

第４ 乙は、この契約による事務を行うために個人情報を取得しようとするときは、

その事務の目的を明確にし、当該目的を達成するために必要な範囲内で、適法かつ

適正な手段により取得しなければならない。  

（適正管理）  

第５ 乙は、この契約による事務に関して知り得た個人情報について、漏えい、滅失

又はき損の防止その他の個人情報の適正な管理のために必要な措置を講じなければ

ならない。  

（廃棄）  

第６ 乙は、この契約による事務に関して知り得た個人情報について、保有する必要

がなくなったときは、確実かつ速やかに廃棄し、又は消去しなければならない。  

（目的外利用及び提供の禁止）  

第７ 乙は、この契約による事務に関して知り得た個人情報を、契約の目的以外の目

的のために利用し、又は第三者に提供してはならない。ただし、甲の指示がある場

合は、この限りでない。  

（複写又は複製の禁止）  

第８ 乙は、この契約による事務を行うため甲から提供を受けた個人情報が記録され

た資料等を複写し、又は複製してはならない。ただし、甲が承諾したときは、この

限りでない。  



（再委託の禁止）  

第９ 乙は、この契約による個人情報を取り扱う事務を、第三者（乙の子会社（会社

法（平成１７年法律第８６号）第２条第１項第３号に規定する子会社をいう。）を含

む。次項において同じ。）に委託してはならない。ただし、甲が承諾したときは、こ

の限りでない。  

２ 前項ただし書の規定により、第三者に委託する場合にあっては、乙は、受託者に

対し、当該委託で取り扱う個人情報の安全管理が図れるよう、必要かつ適切な措置

を講じなければならない。  

（資料等の返還）  

第１０ 乙は、この契約による事務を行うため甲から提供を受け、又は乙自らが取得

し、若しくは作成した個人情報が記録された資料等は、この契約の終了後直ちに甲

に返還し、又は引き渡すものとする。ただし、甲が別に指示したときは、その指示

に従うものとする。  

（従事者への周知等）  

第１１ 乙は、この契約による事務に従事している者に対し、在職中及び退職後にお

いても当該事務に関して知り得た個人情報をみだりに他人に知らせ、又は不当な目

的に使用してはならないこと等、個人情報の保護に関し必要な事項を周知し、及び

遵守させなければならない。  

（調査）  

第１２ 甲は、乙がこの契約による事務を行うに当たり、取り扱っている個人情報の

状況について、定期に、及び必要に応じ随時に調査することができる。  

（指示及び報告）  

第１３ 甲は、乙がこの契約による事務に関して取り扱う個人情報の適切な管理を確

保するため、乙に対して、必要な指示を行い、又は必要な事項の報告若しくは資料

の提出を求めることができる。  

（事故報告）  

第１４ 乙は、この個人情報取扱特記事項に違反する事態が生じ、又は生じるおそれ

のあることを知ったときは、直ちに甲に報告し、甲の指示に従うものとする。  

 （契約の解除）  

第１５ 甲は、乙がこの個人情報取扱特記事項に定める義務を果たさない場合は、こ

の契約の全部又は一部を解除することができる。  

 （損害賠償）  

第１６ 乙は、この個人情報取扱特記事項に定める義務に違反し、又は怠ったことに

より甲又は第三者が損害を被った場合には、その損害を賠償しなければならない。  


